
 

 

 

2026年度長岡造形大学科目等履修生募集要項 
 

 

  本学では、本学の学生以外の者で、本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があ

るときは、選考の上、科目等履修生として受け入れを許可します。 

 

1.出願資格 

高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者。 

 

2.履修できる科目 

履修できる科目は、本学が認めた講義科目とします（別紙「開講科目一覧」参照）。 

  

3.出願手続 

次に掲げる書類を、所定の検定料を納付の上、指定する期日までに郵送又は持参により提出して

ください。 

（1）科目等履修生入学願書（本学指定様式） 

（2）最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書 

（3）入学検定料  9,800円 

本学指定口座に納付の上、振込の明細書の写しを入学願書の裏面に貼付してください。 

[指定口座] 第四北越銀行江陽支店 普通2029113  

注）振込人名義の前に 7000を入力してください。振込手数料は、志願者の負担となります。 

なお、既納の検定料は、理由の如何にかかわらず返還しません。 
 

※ 出願する者が外国籍の場合は、履修に必要な日本語能力と国内滞在の資格の確認のため出願以

前に以下の書類(4)、(5)の提出を求めます（詳細は入試広報課へ事前にお問合せください）。 
 

（4）現在有しているビザの写し ※短期滞在ビザは不可 

（5）推薦書（本学指定様式）  ※ただし推薦者は本学教職員に限ります。 

 

また、身体等に障がいのある志願者で修学上特別の配慮を必要とする場合は、出願期間の１か月

前までを目途に入試広報課に連絡をしてください。 

 

4.選考方法 

入学志願者については、書類審査等により選考を行います。 

ただし、面接を行う必要がある場合には別に試験日程を指定します。 

 

5.日程等 

 出 願 期 間 選考結果通知 入学手続締切 授業開始 

前 期 募 集 
（前期･後期開講科目） 

2026年 1月16日（金）～ 

1月23日（金） 

（必着） 

2026年 

2月20日（金） 

2026年 

3月2日（月） 

（必着） 

2026年 4月上旬 

後 期 募 集 
（後期開講科目のみ） 

2026年 6月19日（金）～ 

6月26日（金） 

（必着） 

2026年 

7月17日（金） 

2026年 

7月27日（月） 

（必着） 

2026年 9月下旬 

 

（1）出願について 

出願書類を一括取り揃え、入試広報課まで必ず書留速達で郵送してください。ただし、やむを得

ない場合は、本学入試広報課に持参しても構いません。 

（入試広報課受付時間：9時から17時、土曜日・日曜日・祝日の受付は行いません。また、入学

試験期間などの受付を行わない期間がありますので、持参をされる際は予め入試広報課までご確

認ください）。 



（2）選考結果通知について 

選考結果は選考結果通知日に、出願者全員に郵便（速達）で発送します。電話あるいは直接の問

い合わせには一切応じません。 

（3）入学手続について 

合格者には選考結果とともに、入学手続書類を送付します。入学手続締切日までに手続を行って

ください。所定の入学手続が行われない場合は、合格取り消しとします。 

 

6.納付金 

（1）入学料  28,200円 

（2）授業料  1単位につき14,800円 

ただし、同一年度内において前期に引き続き後期科目の履修を希望する場合は、入学料は不要で

す。なお、既納の納付金は、理由の如何にかかわらず返還しません。 

  

7.履修期間 

履修期間は入学を許可された年度内とします。 

なお、次年度も引き続き履修を希望する場合は、あらためて出願手続をしてください。 

 

8.その他 

同一年度内において前期に引き続き後期科目の履修を希望する場合は、以下は不要となります。 

・ 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書 

・ 検定料 

 

9.出願書類の請求及び問い合わせ先 

〒940-2088  長岡市千秋4丁目197番地  長岡造形大学入試広報課  ℡ 0258-21-3331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の取扱いについて 
 
 出願時に提出いただく個人情報は、入試実施、合格発表、入学手続、入学者選

抜の調査・研究及びこれらに付随する業務のために利用します。 

なお、入学者のみ、入学後の教務関係（学籍、修学指導等）、学生支援関係（健

康管理等）、納付金収納関係の業務のために利用します。 

 また、各種業務の使用の際、一部の業務を外部委託することがあります。この

場合、受託者には個人情報の保護を義務づけます。 

 

 


